
議案第12号 

   管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正について 

 

  令和５年２月22日提出  岩手県人事委員会 委員長  渡辺 正和 

 

第１ 趣旨 

   地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）の一部改正及

び定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例（令和４年岩手県条例第 3

9号）の制定に伴い定年前再任用短時間勤務職員に係る手当等の額を定めると

ともに、一般職の職員の給与に関する条例（昭和28年岩手県条例第48号）及

び市町村立学校職員の給与等に関する条例（昭和28年岩手県条例第49号）の

一部改正に伴い給料７割措置の対象者に係る管理職員特別勤務手当の計算方

法を定めるものである。 

 

第２ 規則案の内容 

 (１) 法の一部改正等により、定年前再任用短時間勤務職員制度が創設された

ことに伴い、定年前再任用短時間勤務職員に係る手当の額を定めること。

（第２条及び第３条関係） 

 (２) 60歳に達した日以後最初の４月１日（特定日）以降、給料月額を７割と

する措置の適用を受ける職員について、手当の月額を７割とする措置を定

めること。（附則第２項関係） 

 

第３ 施行期日等（附則関係） 

 (１) 令和５年４月１日から施行すること。（第１項関係） 

(２) 暫定再任用職員は定年前再任用短時間勤務職員とみなすこと。（第２項

関係） 

RS19010198
タイプライターテキスト
12



 管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年 月 日 

岩手県人事委員会       

委員長 渡 辺 正 和  

岩手県人事委員会規則第 号 

   管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則 

管理職員特別勤務手当に関する規則（平成３年岩手県人事委員会規則第26号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（管理職員特別勤務手当の額等）  （管理職員特別勤務手当の額等） 

第２条 給与条例第34条の２第３項第１号及び給与等条例第28

条の２第３項第１号の人事委員会規則で定める額は、給料の

特別調整額に関する規則（昭和35年岩手県人事委員会規則第

16号）別表第１及び管理職手当に関する規則（昭和35年岩手

県人事委員会規則第17号）別表に掲げる区分（以下「給料の

特別調整額等の区分」という。）、任期付職員条例第７条第

１項の給料表の号給又は同条第３項の規定による給料月額並

びに並びに任期付研究員条例第５条第１項の給料表の号給又

は同条第４項の規定による給料月額に応じ、次に掲げる額と

する。 

第２条 給与条例第34条の２第３項第１号及び給与等条例第28

条の２第３項第１号の人事委員会規則で定める額は、給料の

特別調整額に関する規則（昭和35年岩手県人事委員会規則第

16号）別表第１及び管理職手当に関する規則（昭和35年岩手

県人事委員会規則第17号）別表に掲げる区分（以下「給料の

特別調整額等の区分」という。）、任期付職員条例第７条第

１項の給料表の号給又は同条第３項の規定による給料月額並

びに任期付研究員条例第５条第１項の給料表の号給又は同条

第４項の規定による給料月額に応じ、次に掲げる額とする。 

 (１) 給料の特別調整額の支給を受ける職員が４時間以上勤

務に従事した場合 

 (１) 給料の特別調整額の支給を受ける職員のうち定年前再

任用短時間勤務職員の任用に関する条例（令和４年岩手県

条例第39号）第２条の規定に基づき採用された職員（以下

「定年前再任用短時間勤務職員」という。）以外の職員が

４時間以上勤務に従事した場合 

  ア～オ ［略］   ア～オ ［略］ 

  (２) 給料の特別調整額の支給を受ける職員のうち定年前再

任用短時間勤務職員が４時間以上勤務に従事した場合 

   ア １種 11,000円 

   イ ２種 9,000円 

   ウ ３種及び４種 7,000円 

   エ ５種 5,000円 

   オ ６種 3,000円 

 (２) 管理職手当の支給を受ける職員が４時間以上勤務に従

事した場合 

 (３) 管理職手当の支給を受ける職員のうち定年前再任用短

時間勤務職員以外の職員が４時間以上勤務に従事した場合 

ア・イ ［略］   ア・イ ［略］ 

  (４) 管理職手当の支給を受ける職員のうち定年前再任用短

時間勤務職員が４時間以上勤務に従事した場合 

   ア 校長 5,000円 

   イ 副校長及び教頭 3,000円 

 (３) ［略］  (５) ［略］ 

 (４) ［略］  (６) ［略］ 
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２ ［略］ ２ ［略］ 

第３条 給与条例第34条の２第３項第２号及び給与等条例第28

条の２第３項第２号の人事委員会規則で定める額は、給料の

特別調整額等の区分に応じ、次に掲げる額とする。 

第３条 給与条例第34条の２第３項第２号及び給与等条例第28

条の２第３項第２号の人事委員会規則で定める額は、給料の

特別調整額等の区分に応じ、次に掲げる額とする。 

 (１) 給料の特別調整額の支給を受ける職員が２時間以上勤

務に従事した場合 

 (１) 給料の特別調整額の支給を受ける職員のうち定年前再

任用短時間勤務職員以外の職員が２時間以上勤務に従事し

た場合 

ア～オ ［略］   ア～オ ［略］ 

  (２) 給料の特別調整額の支給を受ける職員のうち定年前再

任用短時間勤務職員が２時間以上勤務に従事した場合 

   ア １種 5,500円 

   イ ２種 4,500円 

   ウ ３種及び４種 3,500円 

   エ ５種 2,500円 

   オ ６種 1,500円 

 (２) 管理職手当の支給を受ける職員が２時間以上勤務に従

事した場合 

 (３) 管理職手当の支給を受ける職員のうち定年前再任用短

時間勤務職員以外の職員が２時間以上勤務に従事した場合 

ア・イ ［略］   ア・イ ［略］ 

  (４) 管理職手当の支給を受ける職員のうち定年前再任用短

時間勤務職員が２時間以上勤務に従事した場合 

   ア 校長 2,500円 

   イ 副校長及び教頭 1,500円 

２ ［略］ ２ ［略］ 

附 則    附 則 

 ［略］ １ ［略］ 

 ２ 給与条例附則第39項又は給与等条例附則第41項の規定の適

用を受ける職員に対する第２条第１項及び第３条第１項の規

定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額

」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額（当

該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50

円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上

げるものとする。）」とする。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例（令和４年岩手県条例第33号）第８条、第９

条、第11条又は第12条の規定に基づき採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例（令和４年岩手県条

例第39号）第２条の規定に基づき採用された職員とみなして、この規則による改正後の管理職員特別勤務手当に関する規則第２

条第１項及び第３条第１項の規定を適用する。 
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